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（提案理由）  

 上高田四丁目地区における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置

の制限、緑化率等について規定する必要がある。  

  



   中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例  

 

 （目的）  

第１条  この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６８

条の２第１項及び都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第３９条第

１項の規定に基づき、上高田四丁目地区内に建築される建築物の敷地、

構造及び緑化率に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な

土地利用及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図り、もって

適正な都市機能及び健全な都市環境を確保し、並びに健康で文化的な

都市生活の確保に寄与することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において使用する用語は、建築基準法、建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）及び都市緑地法において使用する

用語の例による。  

 （適用区域）  

第３条  この条例の規定は、令和４年中野区告示第１１１号により告示

した東京都市計画地区計画上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画

（以下「地区計画」という。）の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域に適用する。  

 （敷地面積の最低限度）  

第４条  建築物の敷地面積は、５，０００平方メートル以上でなければ

ならない。  

 （既存敷地に対する敷地面積の制限の緩和）  

第５条  この条例の施行の時（以下「基準時」という。）において次の

各号のいずれかに該当する土地について、その全部を一の敷地として

使用する場合は、前条の規定は、適用しない。  

 ⑴  現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合



しないもの  

 ⑵  現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使

用するならば前条の規定に適合しないこととなる土地  

２  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する土地については、適

用しない。  

 ⑴  前条の規定が改正された場合において、改正後の同条の規定の施

行又は適用の際改正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又

は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するなら

ば改正前の同条の規定に違反することとなった土地  

 ⑵  前条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適

合するに至った土地  

３  建築基準法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築

物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地と

して使用されている土地で前条の規定に適合しなくなるもの及び当該

事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷

地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地のう

ち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として

使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。  

 ⑴  建築基準法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行により建

築物の敷地面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも前条の規

定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとな

った土地  

 ⑵  前条の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適

合するに至った土地  



 （一の敷地とみなすことによる敷地面積の制限の緩和）  

第６条  建築基準法第８６条第１項から第４項まで（これらの規定を同

法第８６条の２第８項において準用する場合を含む。）の規定により

一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物

については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして

第４条の規定を適用する。  

 （壁面の位置の制限）  

第７条  建築物の壁又はこれに代わる柱は、地区計画の計画図３に壁面

の位置の制限として定められた限度の線を越えて建築してはならない。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。  

 ⑴  歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設けられる階段等及び

これらに設けられる柱、壁その他これらに類するもの  

 ⑵  地盤面下に設けられる建築物又は建築物の部分  

 ⑶  建築物の出入口に設けられるひさし及びこれを支える柱  

 ⑷  歩行者、施設の利用者等の安全を確保するために必要なひさし、

手すり、柵その他これらに類するもの  

 ⑸  駐車場の自動車の出入口  

 ⑹  ガスの供給に係る整圧器に係るもの等公益上必要なもの  

 ⑺  面積が５０平方メートル以下の建築物の敷地で区長が敷地の形態

上やむを得ないと認めた建築物  

 （既存建築物に対する壁面の位置の制限の緩和）  

第８条  建築基準法第３条第２項の規定により前条本文の規定の適用を

受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築若しくは改

築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合に

おいては、同法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、

前条本文の規定は、適用しない。  



 ⑴  増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、

増築又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における

敷地面積に対してそれぞれ建築基準法第５２条第１項、第２項及び

第７項並びに第５３条の規定に適合すること。  

 ⑵  増築又は改築に係る建築物の当該部分が、前条本文の規定に適合

すること。  

 （建築物の敷地が制限区域の内外にわたる場合の適用関係）  

第９条  建築物の敷地が第４条の規定による制限を受ける区域の内外に

わたる場合で、その過半が当該区域内に存するときは、当該建築物の

敷地の全部について当該規定を適用する。  

２  建築物の敷地が第７条本文の規定による制限を受ける区域の内外に

わたる場合は、当該建築物のうち当該区域内に存する部分について当

該規定を適用する。  

 （公益上必要な建築物の特例）  

第１０条  第４条及び第７条本文の規定にかかわらず、区長は、公益上

必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものであると認めると

きは、これらの規定に適合しない建築物の建築を許可することができ

る。  

２  区長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あ

らかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならな

い。  

 （適用除外）  

第１１条  区長が前条第１項の規定による許可をした場合は、当該許可

の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。  

 （緑化率）  

第１２条  地区計画に定める地区整備計画の区域内においては、建築物

の新築又は増築（基準時において既に着手していた行為及び増築後の



建築物の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の

１．２倍を超えない建築物の増築を除く。以下同じ。）をしようとす

る者は、当該建築物の緑化率を１０分の１．５以上としなければなら

ない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、

同様とする。  

２  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、

適用しない。  

 ⑴  敷地面積が５，０００平方メートル未満の建築物  

 ⑵  その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市

環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて区長が許可したも

の  

 ⑶  学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと

認めて区長が許可したもの  

 ⑷  その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であ

って、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて区長が許可し

たもの  

３  区長は、前項第２号から第４号までに規定する許可の申請があった

場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めると

きは、当該許可に必要な条件を付することができる。  

４  建築物の敷地が、第１項の規定による建築物の緑化率に関する制限

が異なる区域の２以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率

は、同項の規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度

（建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあっては、

０）にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する

割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。  

 （一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例）  

第１３条  第６条の規定は、前条の規定の適用について準用する。この



場合において、第６条中「第４条」とあるのは、「前条」と読み替え

るものとする。  

 （違反建築物に対する措置）  

第１４条  区長は、第１２条（第３項を除く。）の規定に違反し、又は

同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認

めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に

対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置

をとるべき旨を命ずることができる。  

２  国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しな

い。この場合において、区長は、国又は地方公共団体の建築物が第１

２条（第３項を除く。）の規定に違反し、又は同条第３項の規定によ

り許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、そ

の旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置

をとるべき旨を要請しなければならない。  

 （報告及び立入検査）  

第１５条  区長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の

新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最

低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に

関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそ

れらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を

検査させることができる。  

２  前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の

請求があった場合においては、これを提示しなければならない。  

３  第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

してはならない。  

 （緑化施設の管理）  

第１６条  第１２条第１項に規定する建築物の新築若しくは増築又は維



持保全をする者は、緑化施設について、区長が別に定める基準を遵守

し、適正に管理しなければならない。  

 （委任）  

第１７条  この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。  

 （罰則）  

第１８条  次の各号のいずれかに該当する者は、１００，０００円以下

の罰金に処する。  

 ⑴  第４条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計

図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を

施工した場合においては、当該建築物の工事施工者）  

 ⑵  建築物の建築後に当該建築物の敷地面積を減少させたことによっ

て第４条の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、

管理者又は占有者  

 ⑶  第７条本文の規定に違反した場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで

工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者）  

 ⑷  第１４条第１項の規定による命令に違反した者  

 ⑸  第１５条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

２  前項第１号又は第３号に規定する違反があった場合において、その

違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施

工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。  

３  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務又は財産に関して前２項の違反行為をした

ときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の

刑を科する。  

   附  則  



 この条例は、公布の日から施行する。  


